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「学校生活のきまり」等についてのお願い 
 

新学期がスタートし、子どもたちはそれぞれの学年で、決意も新たに学校生活を送っています。 
 さて、学校では、一人ひとりの子どもたちがよりよい学校生活を送り、安全で健やかに成長して

いくことができるよう、様々な場面で生活のきまりを設け、指導しています。ご家庭でのご協力が
必要な部分もございますので、内容をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。 
  

<学校生活のきまり> 
 登 校  

  ○交通のきまりを守って、決められた通学路を通らせてください。 
  ○午前８時１５分～８時２０分の間に登校させてください。 

※平日、朝の校庭解放を午前８時から行っています。 
参加者は午前７時５５分以降に登校し、指定された場所に荷物を置いて遊ぶことになって
います。 

雨天は中止になりますので、通常通りの登校時間となります。 
○学習に必要のない物は、学校に持ってこさせないようにしてください。 

 

 始 業 前  
  ○登校後、学校の外には出ることができません。忘れ物をしても、家に取りに戻らないように

させてください。 
 

 給 食  
 ○白衣・帽子・ランチョンマットは、毎週金曜日に持ち帰るので、洗濯させてください。 

  マスクは給食当番の時に必ず着用しますので、ランドセルに常備（数枚）をお願いします。 
 

 下 校  
 ○通学路を通り、寄り道をしないで家に帰るようにさせてください。 
 
 下 校 時 刻  

   ○月・火・木・金・・・午後３時４５分（完全下校） 
☆火曜日、金曜日に放課後遊びあり 

                                  

   ○水・・・・・・・・・午後１時１０分（完全下校）  

   ☆水曜日は、教職員も定時退勤日（１６：４５）となりますので、緊急時や特段の事情がある
場合を除き、教員をたずねたり、お電話をしたりすることはご遠慮ください。 

 

そ の 他  
○持ち物に学年・学級・名前を書いてください。（上履き・ハンカチ・上着等） 

○上履きは、週末に持ち帰り、洗わせてください。 
○学校に忘れた持ち物は、子どもだけで取りに来ることはできません。どうしても必要なときは、

保護者の方と一緒に取りに来るようにしてください。 
 その時には、主事か教員に、取りに来たことを伝えて教室に行くようにしてください。 

 

<欠席・早退について> 
○欠席のときは、「連絡帳」または「まなびポケット」の連絡機能で必ず各担任にご連絡くださ

い。やむをえない場合を除き、電話での連絡はご遠慮ください。  



 ○早退する場合は、必ず保護者の方に迎えに来てもらうことになっています。遅れて登校する場
合も、保護者の方が教室まで送って来てください。 

<学校外の生活について> 
 

 事 件・事 故 防 止  
○安全面や児童の所在確認上、下校後は自宅（学童クラブ）に帰宅させてください。途中で習い

事等に行かせることがないようにご協力をお願いします。下校先が自宅以外になるときは、各
担任にお知らせください。 

○子どもだけで出かけるときは、行き先・帰宅時刻を家の人に知らせ、防犯ブザーを身に付ける

ようにさせてください。 
○児童の安全上、夕方５時（冬季は午後４時３０分）に着くように遊びをやめて帰宅するよう、

お声かけください。 
○子どもだけで、ゲームセンターやカラオケボックス・大型スーパーマーケット・繁華街に行か
せることは危険です。必ず保護者が一緒に行動してください。また、エアガンの使用や子ども

だけの花火も危険ですのでご注意をお願いします。 
○知らない人についていかない。また、だれかに連れて行かれそうになったら、大声で助けを呼

ぶように日頃からお声掛けください。人気のない所や暗い所で遊んだり通ったりしない注意も
必要です。 

 

  「い か の お す し」を合言葉に 

   知らない人についていかない。    うまい話や、車にのらない。 
  おおきな声をだして、すぐにげる。   必ずしらせる。 
 

 ※児童への痴漢・不審者等を見かけたら、すぐに警察（１１０番）に通報して 
  ください。また、学校へもお知らせください。 

   

  ○知らない人からの児童氏名・住所・電話番号等の問い合わせには応じないようにしてくださ
い。 

 ○交差点では一旦止まり、左右をよく見て渡ることや、横断歩道を渡ること等、交通ルールを
守るようにさせてください。 

〇４月から自転車に乗る際、ヘルメットの着用が努力義務となりました。お子様の命を守るため

に、ヘルメットの着用をお願いします。 
  ○３年生の「自転車教室」で、自転車の安全な乗り方について体験的に学習します。それ以前

に自転車を使用する場合は、各ご家庭での判断となりますが、安全な乗り方について十分ご
指導ください。 

  ○公道をキックボード、スケートボード、ブレイブボードで走行することは法律で禁止されて
います。 

 

 そ の 他  
   ○スーパーマーケットや、マンションなどの駐車場・駐輪場・空き地で遊ぶ等のことは、交通

安全上危険なことであり、近隣住民の方に迷惑をかけることにもなります。下校後の児童の
遊び方にご配慮ください。 

 ○お金を持って遊びに行かせないようにしてください。万一、事情がありお金を持たせる場合は、
子ども同士でお金の貸し借り、おごる、おごられるなどのことがないよう、ご家庭で必ずご指
導ください。（毎年トラブルがあります。）また、大人のいない家に上がって遊ぶこともトラ

ブルの原因となります。仲の良い友達の家でも、大人がいない時には上がらないようにお声か
けください。 

 ○携帯電話･スマートフォン･パソコンの使い方については、お子様と十分に話し合ってください。 
  特にＬＩＮＥ等のＳＮＳの使用については、ご注意をお願いいたします。 

（お知らせ）・・・正面玄関昇降口に設置してあるロッカーに、忘れ物・落とし物を保管していま

す。来校時には、必ずお子様の忘れ物がないか、ご確認をお願いします。 


